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「(Slge8×11) Application for Release of Gold Foil etc from the Pool Reserve under 

Custody by the Japanese Government in the 3rd quarter, 1948（(様式８×11) 1948 年第

三四半期における日本政府の管理下にある貯蓄からの金箔等の使用に関する申請書）」 

（本書 329 号第三文書） 
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一 

敗
戦
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ 

  

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
八

月
十
四
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受

諾
、
同
年
九
月
二
日
、
ミ
ズ
ー
リ

号
艦
上
で
降
伏
文
書
調
印
。
敗

戦
後
、
日
本
に
は
、
占
領
の
た
め
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
連
合

国
最
高
司
令
部
（G

e
n

e
ra

l 

H
e
a
d
q

u
a
rte

rs

＝
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が

や
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

袋
井
市
歴
史
文
化
館
に
あ
る

史
料
は
、
ほ
ぼ
占
領
期
ま
で
の

も
の
で
す
。
そ
れ
よ
り
も
後
の

も
の
も
ち
ら
ほ
ら
あ
り
ま
す
が
、

各
史
料
群
に
数
点
ず
つ
あ
る
か

な
い
か
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。 

 

最
後
に
、
こ
の
項
で
占
領
期
の
史
料
を
い
く
ら
か
紹
介
し
て
本
書
を
締
め
よ
う
と

思
い
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
敗
戦―

占
領
に
対
す
る
各
村
の
反
応
か
ら
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
戦
争
終
結
後
ノ
覚
悟
」
は
、
上
浅
羽
村
（
村
長
）
の
反
応
で
す
【
写
真
１
】
。
作

成
時
期
は
不
明
で
す
が
、
敗
戦
直
後
の
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

戦

争

終

結

後

ノ

覚

悟 

大
東
亜
戦
勃
発
以
来
現
在
マ
デ
吾
々
ノ
堅
ク
〳
〵
信
ジ
来
ッ
タ
必
勝
完
遂
ノ
願

ハ
誠
ニ
無
念
残
念
ニ
モ
敗
戦
ノ
烙
印
ヲ
捺
サ
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
去
ル
八
月

十
四
日
恐
多
ク
モ
御
聖
断
ハ
遂
ニ
喚
発
サ
レ
マ
シ
タ
。
斯
ク
ナ
ル
上
ハ
万
事
御

聖
慮
ニ
添
ヒ
奉
ル
外
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。
コ
レ
カ
ラ
ハ
只
々
日
本
国
体
ノ
護
持
ト

民
族
ノ
繁
栄
ヲ
念
願
シ
、
隠
忍
自
重
歯
ヲ
喰
締
ツ
テ
敗
戦
国
ノ
汚
名
ヲ
払
拭
セ

ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。
敗
戦
後
ニ
来
ル
ベ
キ
モ
ノ
ハ
戦
前
ニ
倍

加
ス
ル
苦
ミ
デ
ア
リ
マ
ス
。
物
資
賠
償
デ
ア
リ
マ
ス
。
労
力
供
出
ノ
強
制
デ
ア

リ
マ
ス
。
吾
々
ハ
莿
ノ
道
ヲ
辿
ル
苦
難
ヲ
覚
悟
セ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
リ
マ
セ
ン
。
外

地
ヨ
リ
ノ
帰
還
兵
ハ
ド
シ
〳
〵
増
ヘ
マ
ス
。
反
対
ニ
今
迄
輸
入
サ
レ
テ
イ
タ
食

糧
物
資
ハ
絶
対
ニ
来
マ
セ
ン
。
一
町
天
災
ニ
遭
遇
シ
マ
ス
レ
バ
、
直
ニ
食
糧
難

ニ
陥
リ
マ
ス
。
民
族
相
食
ム
ノ
惨
状
ハ
目
ノ
当
リ
デ
ア
リ
マ
ス
。
故
ニ
吾
々
農

村
ノ
指
命
ハ
食
糧
増
産
デ
ア
リ
マ
ス
。
国
民
ヲ
シ
テ
食
糧
難
ニ
陥
ラ
セ
ナ
イ
様
、

戦
後
ハ
一
層
増
産
ニ
邁
進
シ
テ
下
サ
イ
。
御
願
シ
マ
ス
。
吾
々
日
本
民
族
ト
シ

テ
今
日
程
苦
シ
イ
辛
イ
思
ニ
悩
ン
ダ
事
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。
吾
々
ノ
如
キ
老
人
ハ

最
早
余
生
ハ
長
ク
ア
リ
マ
セ
ン
ガ
、
此
レ
カ
ラ
先
ノ
長
イ
〳
〵
子
供
等
ヤ
、
若

イ
青
少
年
男
女
ニ
思
ヲ
致
シ
マ
ス
ト
、
真
ニ
胸
ガ
張
リ
裂
ル
思
デ
ア
リ
マ
ス
。

而
ナ
ガ
ラ
深
ク
深
ク
御
聖
慮
ニ
思
ヲ
致
シ
、
将
来
ノ
復
興
ヲ
念
願
シ
、
隠
忍
ニ

隠
忍
ヲ
重
ネ
マ
シ
テ
、
一
日
モ
早
ク
大
御
心
ヲ
安
シ
奉
ラ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
リ
マ
セ

ン
。
今
後
差
当
リ
皆
様
ニ
影
響
シ
テ
参
リ
マ
ス
モ
ノ
ハ
食
糧
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
。

今
マ
デ
配
給
ニ
依
存
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
消
費
者
ノ
方
々
モ
コ
レ
カ
ラ
ハ
以
前
ノ

様
ニ
行
カ
ナ
イ
事
ハ
必
然
デ
ア
リ
マ
ス
。
自
今
食
物
ハ
自
分
デ
採
ル
自
給
自
活

ノ
方
針
ニ
厚
生
セ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
リ
マ
セ
ン
。
農
家
ハ
勿
論
、
非
農
家
ノ
皆
様
ヨ
、

今
度
ノ
敗
戦
ハ
政
府
ヤ
軍
部
ノ
ミ
ノ
責
任
バ
カ
リ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。
吾
々
一

億
国
民
ノ
一
人
々
々
ノ
協
力
ガ
未
ダ
足
リ
ナ
イ
点
ヲ
能
ク
考
ヘ
マ
シ
テ
、
幾
ラ

辛
ク
テ
モ
幾
ラ
辛
ク
テ
モ
グ
ッ
ト
我
慢
ヲ
シ
テ
敗
戦
後
ノ
経
営
ニ
当
テ
下
サ
イ
。

此
際
軽
挙
盲
動
ハ
国
民
ノ
前
進
ヲ
自
ラ
破
壊
シ
マ
ス
。
婦
女
子
ノ
方
々
ヨ
、
大

和
撫
子
ノ
精
神
ハ
堅
ク
〳
〵
守
テ
下
サ
イ
。
敗
戦
国
民
ト
シ
テ
彼
等
ニ
侮
辱
サ

レ
ナ
イ
様
決
心
シ
テ
下
サ
イ
。
後
ハ
滂
沱
ト
シ
テ
書
止
ム
。 

上
浅
羽
村
長
（1

） 

 

【写真１】戦争終結後ノ覚悟」（本書 316 号） 
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史
料
上
部
に
赤
鉛
筆
で
「
廻
覧
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
隠
忍
自
重
歯
ヲ
喰
締
ツ

テ
敗
戦
国
ノ
汚
名
ヲ
払
拭
セ
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
」
、
「
敗
戦
後
ニ
来
ル
ベ
キ
モ
ノ
ハ

戦
前
ニ
倍
加
ス
ル
苦
ミ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ
て
い
ま
す
、 

 

「
戦
前
ニ
倍
加
ス
ル
苦
ミ
」
の
具
体
例
と
し
て
は
、
物
資
賠
償
、
労
力
供
出
の
強
制

を
挙
げ
て
い
ま
す
。
戦
地
か
ら
の
帰
還
兵
が
ど
ん
ど
ん
増
え
る
中
、
こ
れ
ま
で
輸
入

さ
れ
て
い
た
食
糧
物
資
は
「
絶
対
ニ
来
マ
セ
ン
」
。 

 

予
想
さ
れ
る
帰
還
兵
の
増
加
と
物
資
、
具
体
的
に
は
食
糧
不
足
が
重
な
り
、
大
変

な
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
予
想
で
す
。
実
際
そ
の
通
り
で
し
た
の
で
、
上
浅
羽
村
長

は
か
な
り
正
確
な
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。 

 

「
一
町
天
災
ニ
遭
遇
シ
マ
ス
レ
バ
、
直
ニ
食
糧
難
ニ
陥
リ
マ
ス
。
民
族
相
食
ム
ノ

惨
状
ハ
目
ノ
当
リ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
こ
の
少
し
前
に
発
生
し
た
一

九
四
四
年
東
南
海
地
震
の
実
感
が
籠
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

「
今
後
差
当
リ
皆
様
ニ
影
響
シ
テ
参
リ
マ
ス
モ
ノ
ハ
食
糧
問
題
デ
ア
リ
マ
ス
」
な

ど
、
食
糧
問
題
が
今
後
は
最
重
要
課
題
だ
、
と
繰
り
返
し
強
調
し
、
上
浅
羽
村
で
は

今
後
食
糧
増
産
に
集
中
す
べ
き
、
と
い
う
方
針
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

「
農
家
ハ
勿
論
、
非
農
家
ノ
皆
様
ヨ
、
今
度
ノ
敗
戦
ハ
政
府
ヤ
軍
部
ノ
ミ
ノ
責
任

バ
カ
リ
デ
ハ
ア
リ
マ
セ
ン
。
吾
々
一
億
国
民
ノ
一
人
々
々
ノ
協
力
ガ
未
ダ
足
リ
ナ
イ

点
ヲ
能
ク
考
ヘ
」
云
々
と
い
う
部
分
は
、
戦
争
責
任
論
を
考
え
る
上
で
、
当
時
の
農

村
の
村
長
の
捉
え
方
と
し
て
貴
重
な
証
言
か
と
思
い
ま
す
が
、
史
料
集
で
検
討
す
る

に
は
大
き
す
ぎ
る
テ
ー
マ
で
す
か
ら
、
今
回
は
紹
介
に
と
ど
め
ま
す
。 

敗
戦
、
占
領
に
つ
い
て
の
、
当
時
の
日
本
人
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
左
に
引
く

袖
井
林
二
郎
の
指
摘
が
印
象
的
で
す
。 

 

歴
史
は
じ
ま
っ
て
以
来
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
国
土
に
外
国
の
占
領
軍
を
迎
え
る

と
い
う
事
態
に
直
面
し
た
と
き
、
日
本
国
民
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め

よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
人
々
の
心
の
中
に
あ
っ
た
「
占
領
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
か
。
史
上
は
じ
め
て
の
経
験
で
あ
っ
て

み
れ
ば
、
彼
ら
の
心
の
中
に
あ
っ
た
「
占
領
」
と
は
、
日
本
が
そ
れ
ま
で
中
国
と

ア
ジ
ア
の
諸
国
で
行
な
っ
て
き
た
こ
と
以
外
の
も
の
で
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。（2

） 

  

し
か
し
、
上
浅
羽
村
長
の
「
戦
争
終
結
後
ノ
覚
悟
」
を
見
る
と
、
敗
戦
後
の
ビ
ジ
ョ

ン
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
具
体
的
に
起
こ
り
う
る
事
象
＝
多
数
の
帰
還
兵

と
輸
入
停
止
に
よ
る
物
資
不
足
を
予
想
し
、
食
糧
増
産
を
目
指
す
べ
き
、
と
目
標
を

立
て
て
い
ま
す
。
占
領
に
対
し
て
呼
び
か
け
た
、
末
尾
の
「
此
際
軽
挙
盲
動
ハ
国
民

ノ
前
進
ヲ
自
ラ
破
壊
シ
マ
ス
。
婦
女
子
ノ
方
々
ヨ
、
大
和
撫
子
ノ
精
神
ハ
堅
ク
〳
〵

守
テ
下
サ
イ
。
敗
戦
国
民
ト
シ
テ
彼
等
ニ
侮
辱
サ
レ
ナ
イ
様
決
心
シ
テ
下
サ
イ
」
と

い
う
文
言
も
、
当
時
の
言
い
方
が
も
の
も
の
し
い
の
で
す
が
、
当
時
の
諸
地
域
の
史

料
を
見
る
限
り
、「
思
い
あ
ま
っ
て
変
な
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
、
誇
り
は
捨
て
な
い

で
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

上
浅
羽
村
長
の
認
識
は
、
袖
井
が
言
う
よ
り
も
現
実
的
で
具
体
的
な
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
九
月
十
四
日
付
け
「
聯
合
軍
進
駐
ニ
伴
フ
報
道
取
扱

要
領
ニ
関
ス
ル
件
」
は
、
西
浅
羽
村
役
場
が
出
し
た
も
の
で
す
が
、
読
む
限
り
、
政
府

か
ら
の
通
知
も
受
け
つ
つ
、
住
民
に
、
進
駐
軍
と
接
触
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
と

い
う
注
意
を
発
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
【
写
真
２
】
。 

 

昭
和
二
十
年
九
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 

西
浅
羽
村
役
場
（
印
） 

各
部
落
会
長
殿 

隣
保

班
長
殿 

聯
合
軍
進
駐
ニ
伴
フ
報
道
取
扱
要
領
ニ
関
ス
ル
件 

標
記
ノ
件
ニ
就
キ
テ
ハ
、
左
記
ノ
通
リ
措
置
ス
ル
コ
ト
ト
相
成
候
条
、
貴
部
内

各
位
ニ
此
ノ
旨
徹
底
方
御
高
配
相
成
度
及
二

依
頼
一

候
也
。 

（「
磐
田
郡
／
西
浅
羽
／
村
役
場
」） 

（
一
九
四
五
） 
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記 

一
、
聯
合
軍
ノ
進
駐
ニ
当
リ
テ
ハ
、
国
民
ハ
冷
静
沈
着
、
忍
苦
自
重
シ
、
其
ノ
挙

措
進
退
凡
テ
大
国
民
タ
ル
ノ
態
度
ヲ
以
テ
終
始
シ
、
軽
挙
妄
動
ハ
国
家
ニ

大
ナ
ル
損
失
ヲ
及
ス
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
占
領
軍
ニ
各
種
干
渉
ノ
口
実
ヲ
与
フ

ル
惧
ア
ル
ヲ
深
慮
シ
、
信
ヲ
世
界
ニ
保
ツ
ベ
キ
コ
ト
。 

二
、
聯
合
軍
進
駐
シ
、
又
帝
国
軍
隊
撤
収
後
ニ
於
テ
モ
、
我
ガ
一
般
行
政
機
関

及
公
共
団
体
ノ
活
動
ハ
平
常
ノ
通
リ
行
ハ
レ
、
占
領
軍
ノ
住
居
、
食
糧
、

輸
送
等
ニ
就
キ
テ
ハ
、
我
ガ
政
府
諸
機
関
ガ
責
任
ヲ
以
テ
之
ニ
当
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
、
一
般
国
民
ト
聯
合
軍
ト
ノ
間
ニ
直
接
関
係
ヲ
生
ズ
ル
コ
ト
無
キ

コ
ト
。 

三
、
聯
合
国
軍
ノ
進
駐
ハ
一
切
我
ガ
政
府
官
憲
ト
連
絡
ノ
上
、
平
和
的
ニ
行
ハ

ル
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
、
随
ツ
テ
左
ノ
点
特
ニ
留
意
ノ
コ
ト
。 

１
、
我
国
民
特
ニ
婦
女
子
ハ
厳
正
ナ
ル
挙
措
、
服
装
ヲ
ナ
シ
、
徒
ニ
誤
解

ヲ
招
カ
ザ
ル
様
特
ニ
留
意
ノ
コ
ト
。 

２
、
聯
合
軍
ニ
危
害
ヲ
加
ヘ
タ
ル
場
合
ハ
、
苛
酷
ナ
ル
処
断
ヲ
受
ケ
、
場

合
ニ
依
リ
テ
ハ
一
般
民
衆
ニ
対
シ
テ
モ
厳
シ
キ
報
復
手
段
ヲ
加
ヘ
ラ

ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
、
充
分
注
意
ノ
コ
ト
。 

３
、
聯
合
軍
側
ト
万
一
紛
議
ヲ
生
ジ
タ
ル
場
合
ハ
、
当
事
者
自
ラ
解
決
ヲ

求
ム
ル
コ
ト
ヲ
絶
対
ニ
避
ケ
、
我
方
ヨ
リ
抗
議
ノ
証
拠
ト
ナ
ル
ベ
キ

具
体
的
事
実
ノ
詳
細
ヲ
直
チ
ニ
我
ガ
官
憲
ニ
報
告
シ
、
的
確
ナ
ル
指

導
ヲ
受
ク
ベ
キ
コ
ト
。 

備
考 

新
聞
、
ラ
ジ
オ
ノ
報
道
等
ヲ
モ
合
セ
考
ヘ
、
苟
ク
モ
事
ヲ
誤
ル
ガ
如
キ

事
ナ
キ
様
、
充
分
御
指
導
願
度
候
。（3

） 

  

関
連
史
料
が
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
内
容
を
読
む
と
、
県
（
を
通

じ
て
そ
の
上
の
政
府
）
か
ら
の
通
知
を
受
け
て
書
い
た
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
す
。 

 

連
合
軍
の
進
駐
に
当
た
っ
て
は
、
冷
静
沈
着
に
我
慢
し
て
、
軽
挙
妄
動
は
し
な
い

よ
う
に
、
占
領

軍
に
様
々
な
干

渉
の
口
実
を
与

え
る
こ
と
は
し

な
い
よ
う
に
、

風
紀
を
守
る
よ

う
に
、
な
ど
と

書
か
れ
て
い
ま

す
。 

 

お
そ
ら
く
、

最
も
重
要
な
の

は
、
連
合
国
軍

に
対
し
て
危
害

を
加
え
る
と
、

一
般
人
で
も
重

い
罰
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
こ
と
は
し
な
い
よ
う
に
、
と
い
う
注

意
と
、
連
合
国
軍
と
の
間
に
万
一
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
ら
、
当
事
者
で
解
決
し
よ
う

と
せ
ず
、
政
府
（
お
そ
ら
く
国
に
言
え
、
と
言
っ
て
る
の
で
し
ょ
う
）
に
申
し
出
て
、

政
府
を
通
じ
て
解
決
を
図
る
よ
う
に
、
と
い
う
厳
重
な
注
意
で
す
。 

 

連
合
国
軍
と
の
無
用
な
ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
政
府
が
地
方
に
対

し
て
口
を
酸
っ
ぱ
く
し
て
言
い
た
か
っ
た
、
こ
の
時
期
の
最
重
要
課
題
だ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。 

 
上
浅
羽
村
や
西
浅
羽
村
で
連
合
国
軍
と
接
触
す
る
機
会
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
す

が
、
注
意
し
て
お
い
て
損
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

二 

英
語
の
史
料 

 

【写真２】 

「聯合軍進駐ニ伴フ報道取扱要領ニ関スル件」 

（本書 304 号） 
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連
合
国
軍
の
人
と
接
触
し
た
か
は
と
も
か
く
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
関
連
し
て
、
英
語
と
村

が
接
触
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
史
料
を
見
て
い
る
と
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の
指
示
を
受
け
て
、
県
な
ど
を
経
由
し
て
出

さ
れ
た
と
思
し
き
文
書
も
残
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

文
献
資
料
の
残
り
方
は
、
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
袋
井
市

域
の
場
合
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
関
わ
っ
て
い
そ
う
な
史
料
は
、
主
に
神
社
関
係
の
も
の
が

中
心
で
す
。 

 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
は
、
基
本
的
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
「
言
論
、
宗
教
及
思
想
の

自
由
並
に
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
に
則
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
神
道
か
ら
国
家
主
義

や
軍
国
主
義
を
取
り
除
く
た
め
、
真
っ
先
に
、
国
家
神
道
を
廃
止
し
ま
し
た
（4

）
。 

 

国
家
神
道
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
、
宗
教
の
自
由
を
重
視
し
て
お
り
、

宗
教
と
し
て
の
神
道
を
廃
止
す
る
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
く
、
危
険
な
思
想
の
み

を
取
り
除
き
、
神
道
を
一
宗
教
と
し
て
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
見
方
が
優

勢
の
よ
う
で
す
（5

）
。 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
宗
教
政
策
で
や
っ
か
い
な
の
は
、
そ
の
政
策
と
伝
わ
り
方
が
系
統
立
っ

て
い
な
い
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し

よ
う
と
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
（6

）
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
し
て
は
公
的
に
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

を
援
助
し
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
（7

）
、
ま
た
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
を
受
け
た
ら
し
き
指

示
に
つ
い
て
も
、
教
育
と
思
想
に
関
す
る
政
策
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
の
で
、

教
育
政
策
も
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
二
宮
金
次
郎
像
破
壊
な
ど
、
指
令
さ
れ

て
い
な
い
の
に
日
本
人
側
が
行
き
過
ぎ
た
指
示
を
出
し
た
例
や
、
漢
字
全
廃
日
本
語

ロ
ー
マ
字
化
指
示
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
中
で
も
統
制
が
と
れ
て
お
ら
ず
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
中
の
個
人
が
勇
み
足
で
出
し
て
し
ま
い
、
直
後
に
更
に
上
官
に
問
い
合
わ
せ
た
ら

す
ぐ
に
撤
回
さ
れ
た
指
示
、
な
ん
て
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
（8

）
。 

 

そ
ん
な
わ
け
で
、
一
見
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
関
わ
っ
て
そ
う
だ
な
、
と
い
う
文
書
も
、
き
ち

ん
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
、
国→

都
道
府
県→

…
…

と
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
な
の
か
、
国
が
、

あ
る
い
は
都
道
府
県
が
、
あ
る
い
は
郡
が
、
あ
る
い
は
村
が
、
指
令
が
出
て
な
い
の

に
指
示
し
た
も
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
、
史
料
一
点
一
点
で
考
え
な
い
と
い
け
な

い
の
で
す
。 

 

袋
井
の
占
領
期
の
歴
史
を
き
ち
ん
と
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
史
料
の
更
な
る
発
見

も
含
め
、
史
料
一
点
一
点
の
確
認
に
ま
だ
ま
だ
時
間
が
必
要
そ
う
で
す
。
今
回
は
特

徴
的
な
史
料
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
に
と
ど
め
ま
す
。 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
月
五
日
付
け
「
周
総
第
五
〇
四
号 

神
社
ノ
制
札

等
ニ
関
ス
ル
件
」
は
、
左
に
引
く
第
一
紙
を
見
る
限
り
、
日
本
側
で
独
自
に
出
さ
れ

た
も
の
の
よ
う
で
す
【
写
真
３
】
。 

 

周
総
第
五
〇
四
号 

 
 
 
 

（
印
四
点
「
本
間
」「
久
野
」「
土
屋
」「
近
藤
」） 

昭
和
二
十
年
十
月
五
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
受
付
印
） 

周
智
郡
地
方
事
務
所
長
（
印
） 

『
山

梨

町
』 

長
殿 

神
社
ノ
制
札
等
ニ
関
ス
ル
件 

（
一
九
四
五
） 

（
印
） 

（「
地
方
／
事
務
官
／
之
印
」） 

【写真３】 

「周総第五〇四号 神社ノ制札等ニ関スル件」 

（本書 307 号第一紙） 
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今
般
聯
合
軍
進
駐
ニ
伴
ヒ
、
駐
屯
地
所
在
ノ
神
社
又
ハ
之
等
駐
屯
軍
人
ノ
来
往

ヲ
予
想
セ
ラ
ル
ヽ
地
域
ノ
神
社
ニ
在
リ
テ
ハ
、
境
内
地
其
ノ
他
適
当
ノ
場
所
ニ

別
紙
添
付
記
載
例
ノ
如
キ
制
札
又
ハ
標
示
ヲ
建
設
セ
シ
メ
ラ
レ
度
旨
通
牒
ノ
次

第
モ
有
レ

之
候
条
、
可
レ

然
御
取
計
相
成
度
、
及
二

通
知
一

候
。（9

） 

  

駐
屯
地
付
近
や
、
進
駐
軍
が
来
そ
う
な
地
域
の
神
社
で
は
、
別
添
の
記
載
例
の
よ

う
な
制
札
を
標
示
す
る
こ
と
、
と
の
こ
と
で
す
。
添
付
さ
れ
て
い
る
記
載
例
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
記
載
例
は
二
枚
添
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
一
枚
目
か
ら
。 

          

（1
0

） 

  

明
治
神
宮
を
例
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
国
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
し
ょ

う
。
な
ん
と
い
う
か
、
英
語
が
ち
ょ
っ
と
怪
し
い
気
が
し
ま
す
【
写
真
３
】。 

 

意
味
は
通
じ
る
の
で
す
が
、
何
か
不
自
然
と
い
う
か…

…

。
あ
と
、co

n
d
u

ctin

っ

て
、
綴
り
は
こ
れ
で
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
、
訳
文
に
あ
る
「
境
内
ニ
於
テ
」
に
当
た
る
文
言
が
、
英
語
の
方
に
は
な
い
よ

う
に
も
思
い
ま
す
。「w

ith
in

 th
e
 sh

rin
e
 g

ro
u

n
d

s

」
な
ど
を
末
尾
に
付
け
て
も
良

か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（g

ro
u

n
d

s

は
い
ら
な
い
か
な
？
）
。 

 

二
枚
目
も
見
て
み
ま
し
ょ
う
か
。 

       

（1
1

） 

  

二
枚
目
は
ま
す
ま
す
不
思
議
な
感
じ
で
す
。
ど
れ
も
意
味
は
通
じ
る
の
で
す
が
、

不
自
然
と
い
う
か
何
と
い
う
か…

…

。 

T
h

o
ro

u
g
h

fa
re

（
通
り
、
と
か
大
通
り
、
と
か
、
都
市
部
の
大
き
な
道
路
を
指
す
）

は
、
あ
ま
り
見
な
い
で
す
が
、
ま
あ
良
い
で
し
ょ
う
。K

in
d

ly
 R

e
fra

in
 F

ro
m

 

S
m

o
k

in
g

は
、「
喫
煙
は
御
遠
慮

く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
意
味
で

す
が
、「K

in
d

ly
 R

e
fra

in

」（
御

遠
慮
く
だ
さ
い
）
を
使
わ
ず
に

「N
o
 sm

o
k

in
g

」
と
す
る
こ
と

の
方
が
多
そ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

全
体
的
に
、
と
て
も
丁
寧
な

の
で
す
が
、
日
常
的
な
の
か
ち

ょ
っ
と
怪
し
い
、
と
い
う
雰
囲

気
で
す
。
文
字
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
）
も
あ
ま
り
書
き
慣
れ
て
い

な
い
感
じ
な
の
で
、
英
語
が
そ

ん
な
に
得
意
で
な
い
お
役
人
さ 

THE MEIJI-SHRINE 

Notice 

 

It is prohibited to take any  

conductin the compounds that  

will violate the sanctity of  

this shrine 

（訳文） 明 治 神 宮 

注 意 

 

境内ニ於テ神社ノ尊厳ヲ 

冒スベキ一切ノ行為ヲ禁ズ 

No Thoroughfare For 

Hoeses and Vehicles 

車馬乗入禁止 

No Thoroughfare 

通 行 禁 止 

The Shrine Office 

社 務 所 

The Worshiping Place 

拝 所 

Kindly Refrain From 

Smoking 

禁 煙 

【写真３】「境内ニ於テ……」本書 307 号第二紙 
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【写真４】「No Thoroughfare」ほか 本書 307 号第三紙 
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ん
が
、
辞
書
を
引
き
引
き
が
ん
ば
っ
て
書
い
た
の
で
し
ょ
う
【
史
料
３
】【
写
真
４
】
。 

先
に
言
っ
た
と
お
り
、
日
本
側
で
、「
進
駐
軍
が
来
そ
う
な
と
こ
ろ
に
英
語
標
示
を

し
て
お
こ
う
」
と
気
を
回
し
た
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。 

実
際
に
進
駐
軍
の
人
た
ち
が
こ
の
標
示
を
見
た
ら
、「…

…

？
」
と
首
を
傾
げ
そ
う

な
気
も
し
ま
す
が
。 

 

英
文
の
史
料
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。 

 

（
受
付
印
）
（
印
二
点
「
髙
橋
」「
福
井
」） 

周
学
第
二
九
七
号 

昭
和
二
十
三
年
七
月
三
十
一
日 

周
智
地
方
事
務
所
長 

（
印
）（
印
「
湖
東
」） 

各 

町
村
長 

殿 

宗
教
関
係
の
貴
金
属
使
用
許
可
申
請
手
続
並
取
締
に
つ
い
て 

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
御
承
知
の
こ
と
と
思
う
が
今
般
金
銀
、
白
金
の
使

用
及
取
引
等
一
切
の
行
為
は
連
合
軍
總
司
令
部
の
指
令
に
基
く
昭
和
二
十
年
十

月
十
五
日
勅
令
第
五
七
七
号
に
依
り
大
蔵
大
臣
の
許
可
な
き
限
り
禁
止
さ
れ
て

居
り
、
国
内
消
費
用
と
し
て
の
使
用
は
需
要
者
の
申
請
に
よ
り
文
部
省
に
於
て

總
司
令

部
申
請
の
上
、
其
の
許
可
に
基
き
大
蔵
大
臣
が
許
可
す
る 

こ
の
使
用
許
可
申
請
手
続
に
つ
い
て
今
般
總
司
令
部
よ
り
申
請
の
書
式
並
に
期

日
等
に
関
し
て
指
令
が
あ
つ
た
か
ら
今
后
需
要
の
際
は
左
記
事
項
厳
守
の
上
、

申
請
書
を
町
村
役
場
経
由
、
地
方
事
務
所
学
務
課
ま
で
提
出
さ
れ
た
い
。 

記 

一
、
貴
金
属
を
使
用
す
る
場
合
（
手
持
品
使
用
の
場
合
も
同
様
）
は
三
ヶ
月
間

に
需
要
す
る
数
量
を
左
記
期
日
ま
で
に
、
県
庁
文
化
課
宗
教
係
に
申
請
す

る 但
し
六
ヶ
月
乃
至
一
ヶ
年
の
長
期
需
要
の
際
は
そ
の
理
由
を
附
さ
れ
た
い
。 

 

（
表
略
／
史
料
編
を
ご
覧
く
だ
さ
い
） 

 

二
、
申
請
の
際
は
責
任
者
が
署
名
し
た
別
紙
様
式
の
申
請
書
と
昭
和
二
十
年
十

月
十
五
日
大
蔵
省
令
第
八
十
七
号
附
属
書
式
（
甲
一
）
の
許
可
申
請
書
を

提
出
す
る 

三
、
こ
の
申
請
に
つ
い
て
文
部
省
に
於
て
査
定
及
總
司
令
部
に
説
明
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
前
記
申
請
書
以
外
に
詳
細
な
必
要
理
由
書
を
提
出
せ
ら
れ
た

い
。 

四
、
尚
不
審
の
点
あ
ら
ば
県
庁
文
化
課
ま
で
御
問
合
せ
願
い
た
い
。（1

2

） 

  

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
よ
り
、
大
蔵
大
臣
の
許
可
が
な
い
貴
金
属
の
取
引
は
禁
じ
ら
れ

て
い
る
が
、
許
可
申
請
に
つ
い
て
指
令
が
あ
っ
た
の
で
、
以
下
の
書
式
で
申
請
す
る

よ
う
に
、
と
の
こ
と
で
す
。 

 

表
題
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
宗
教
関
係
者
が
、
金
、
銀
、
白
金
を
使
用
す
る
際
の

申
請
様
式
で
す
。 

 

こ
ち
ら
も
、
二
紙
目
、
三
紙
目
が
英
文
で
す
。
空
欄
部
分
は
ち
ょ
っ
と
省
略
し
て
、

次
ペ
ー
ジ
で
二
紙
目
、
三
紙
目
を
一
気
に
見
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。
上
段
が
二
紙
目
、

下
段
が
三
紙
目
で
す
。 

  
 

（
一
九
四
八
） 

（「
静
岡
県
周
／
智
地
方
事
／
務
所
長
印
」） 

（
一
九
四
五
） 

〔×

大
臣
〕 



 

870 

                        

（1
3

） 

  

                        

（1
4

） 

  
 

(Slge8×11) 

Application for Release of Gold Foil etc from the 

Pool Reserve under Custody by the Japanese 

Government in the 3rd quarter, 1948 

Competent Authorities ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Sign of the person in charge  ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Tel, No  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Manufacturer of  

Final goods 

Amount 
Final goods 

Amount 

Remarks Gold foil etc Gold content 

     

     

 

Application for Domestic Consumption 

Of Precious Metals in the quarter 

(Chief of the Section) 

Metals 

Allocatio(grams)  

Remarks Pro- 

cesssor 
Amt. 

Manu- 

Factor- 

er of 

Ena Proa 

Amt 
Pro- 

Cessed 
No Final No. 

         

 

（ママ） 
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現
代
語
訳
は
本
書
史
料
編
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
二
紙
目
、
三
紙

目
の
内
容
を
日
本
語
訳
し
た
様
式
が
、
一
紙
目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
文
字
組
の
都
合
上
、
先
の
第
一
紙
引
用
文
で
は
そ
の
表
を
省
略
し
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
左
に
写
真
を
掲
出
し
ま
す
【
写
真
５
】。 

 

こ
ち
ら
、
同
僚
の
深
澤
さ
ん
が
読
み
と
日
本
語
訳
を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で

す
が
、
深
澤
さ
ん
曰
く
、
二
紙
目
、
三
紙
目
の
英
語
の
文
字
は
、
き
れ
い
に
書
か
れ
て

い
る
が
、
書
き
慣
れ
て
い
な
い
様
子
（
書
き
間
違
い
と
い
う
程
で
は
な
い
が
曖
昧
な

書
き
方
）
が
あ
り
、
あ
ま
り
英
語
が
得
意
で
は
な
い
人
が
、
受
け
取
っ
た
筆
記
体
の

英
文
を
、
極
力
正
確
に
書
き
写
そ
う
と
し
た
よ
う
な
文
字
、
と
の
こ
と
で
し
た
。 

今
見
た
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
七
月
三
十
一
日
付
け
「
周
学
第
二
九
七
号 

宗
教
関
係
の
貴
金
属
使
用
許
可
申
請
手
続
並
取
締
に
つ
い
て
」
は
、
一
紙
目
で
英
語

を
日
本
語
訳
し
て
い
る
の
で
、
英
語
を
書
き
慣
れ
な
い
な
が
ら
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
の

書
類
（
の
複
写
か
、
そ
れ
を
国
の
お
役
人
さ
ん
が
書
き
写
し
た
も
の
）
を
が
ん
ば
っ

て
書
き
写
し
た
の
は
、
周
智
地
方
事
務
所
の
方
な
の
で
し
ょ
う
。 

英
語
の
文
書
を
眺
め
た
と
こ
ろ
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
に
関
わ
る
、
宗
教
関
係
の
史

料
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
二
日
「
地
第
三
二
号 

国
家
神
道
神
社
神
道
ニ
関
ス
ル
聯
合
軍
總
司
令
部
ノ
指
令
ニ
基
ク
措
置
ニ
関
ス
ル
件

通
牒
」
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
示
に
よ
り
、
国
家
神
道
、
神
社
、
神
道
に
関
す
る
勅
令
や
省

令
な
ど
が
改
廃
さ
れ
ま
し
た
、
と
い
う
通
知
で
す
。 

 

（
印
四
点
「
髙
橋
」「
山
本
」「
高
橋
」「
村
松
」） 

（
印
「
平
野
」） 

地

第

三

二

号 
 
 
 
 
 
 
 

（
受
付
印
） 

昭
和
二
十
一
年
二
月
二
日 

静

岡

県

内

務

部

長
（
印
） 

静
岡
県
教
育
民
生
部
長
（
印
） 

市

町

村

長

殿 

 

国
家
神
道
神
社
神
道
ニ
関
ス
ル
聯
合
軍
總
司
令
部
ノ
指
令
ニ
基
ク
措
置
ニ
関

ス
ル
件
通
牒 

（
一
九
四
六
） 

【
写
真
５
】「
周
学
第
二
九
七
号 

宗
教
関
係
の
貴
金
属
使
用
許
可
申
請
手
続
並
取
締
に
つ
い
て
」
表
（
本
書
三
二
九
号
第
一
文
書
） 
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標
記
指
令
ヲ
履
行
ス
ル
為
、
勅
令
、
内
務
省
令
等
改
廃
セ
ラ
レ
候
ニ
伴
ヒ
、
県

令
、
訓
令
等
別
途
示
達
セ
ラ
レ
候
条
御
了
知
相
成
ル
ト
共
ニ
、
此
ノ
旨
所
要
ノ

向
ニ
対
シ
周
知
方
御
取
計
相
成
度
。（1

5

） 

  

こ
の
文
書
に
、
改
廃
さ
れ
た
勅
令
、
省
令
の
類
の
一
覧
が
書
か
れ
た
静
岡
県
公
報

が
添
付
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
長
い
の
で
詳
し
く
は
本
書
史
料
編
を
御
参
照
く
だ
さ
い
。 

先
に
ご
紹
介
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
国
家
神
道
関
係
は
廃
止
。
勅
令
、
省
令
を

改
正
す
る
、
と
い
う
の
も
、
基
本
的
に
は
削
る
方
向
で
す
。 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
九
月
五
日
付
け
「
周
学
第
一
八
一
号 

神
社
の
社

格
、
神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
及
境
内
制
札
に
関
す
る
標
柱
等
の
処
理
に
つ
い
て
」
は
、

神
社
の
神
饌
幣
帛
料
と
境
内
制
札
、
標
柱
に
関
す
る
も
の
で
す
。 

 

（
印
「
平
野
」
）（
受
付
印
）（
印
五
点
「
髙
木
」「
□
□
」「
村
松
」「
髙
橋
」「
髙
橋
」） 

周
学
第
一
八
一
号 

昭
和
二
十
一
年
九
月
五
日 

 
 
 
 

周
智
地
方
事
務
所
長
（
印
） 

各

町

村

長

殿 

神
社
の
社
格
、
神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
及

境
内
制
札
に
関
す
る
標
柱
等
の
処
理

に
つ
い
て 

標
記
の
件
に
つ
い
て
は
既
に
種
々
御
配
意
を
煩
は
し
て
ゐ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
が
未

だ
神
社
の
入
口
等
に
未
処
理
の
ま
ゝ
放
置
し
て
あ
る
向
が
な
い
で
も
な
い
。
今

度
昭
和
二
十
一
年
一
月
十
六
日
官
報
所
載
の
通
り
勅
令
第
二
十
二
号
及

内
務
省

令
第
五
号
並
勅
令
第
七
十
一
号
に
依
り
そ
れ
〴
〵
規
定
さ
れ
た
か
ら
未
だ
処
理

な
き
向
は
速
や
か
に
処
理
す
る
や
う
御
指
導
あ
り
た
い
。（1

6

） 

  

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
一
月
十
六
日
の
官
報
で
は
、
内
務
省
令
第
一
号
で

官
国
幣
社
関
係
の
省
令
廃
止
を
し
て
い
る
の
で
、
右
の
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）

九
月
五
日
付
け
「
周
学
第
一
八
一
号
」
に
あ
る
「
内
務
省
令
第
五
号
」
は
「
第
一
号
」

の
誤
り
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
勅
令
第
二
十
二
号
（
官
国
幣
社
以
下
神
社
幣

帛
供
進
使
及
随
員
服
制
等
廃
止
ノ
件
）
も
勅
令
第
七
十
一
号
（
明
治
三
十
九
年
法
律

第
二
十
四
号
官
国
幣
社
経
費
ニ
関
ス
ル
法
律
廃
止
ノ
件
）
も
、
制
度
や
法
律
の
廃
止

に
関
わ
る
も
の
で
す
。 

こ
の
文
書
は
周
智
地
方
事
務
所
か
ら
村
々
に
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
昭
和
二
十
一

年
（
一
九
四
六
）
九
月
九
日
付
け
「
庶
第
一
一
八
二
号
」
は
、
右
の
文
書
を
受
け
て
、

久
努
西
村
が
出
し
た
も
の
で
す
。 

 

庶
第
一
一
八
二
号 

昭
和
二
十
一
年
九
月
九
日 

 

久
努
西
村
長 

『
永
井
正
夫
外
七
名
』
殿 

神
社
の
社
格
神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
及
境
内
制
札
に
関
す
る
標
柱
な
ど
は
既
に

処
理
済
の
こ
と
ゝ
は
存
じ
ま
す
が
、
神
社
の
入
口
等
に
ま
ゝ
放
置
し
て
あ
る
も

の
が
な
い
で
も
い
故
未
処
理
の
向
は
速
に
処
理
す
る
様
御
願
ひ
し
ま
す
。「
占
領

目
的
に
有
害
な
る
行
為
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
ま
す
。（1

7

） 

  

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
九
月
九
日
付
け
「
庶
第
一
一
八
二
号
」
に
は
、
末
尾

に
「「
占
領
目
的
に
有
害
な
る
行
為
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
ま
す
」
と
い
う
文
言
が
書
か

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、「
周
学
第
一
八
一
号
」
に
も
、
そ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る

勅
令
、
省
令
に
も
無
い
文
言
な
の
で
、
久
努
西
村
役
場
が
付
け
足
し
た
文
言
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 
内
容
を
見
る
と
、
神
饌
幣
帛
料
云
々
よ
り
も
、
境
内
の
制
札
、
標
柱
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
い
ま
せ
ん
か
？ 

と
い
う
確
認
の
性
格
の
方
が
強
そ
う
で
す
。 

 

例
のth

o
ro

u
g
h

fa
re

云
々
と
い
う
看
板
を
建
て
ろ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？ 昭

和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
四
月
八
日
付
け
「
周
学
第
一
二
五
号 

宗
教
関
係

者
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て
」
は
、
境
内
云
々
で
は
な
く
、
宗
教
者
の
海
外
渡
航
に
関

（
一
九
四
六
） 

（
一
九
四
六
） 

〔×

八
〕 

（
手
書
） 

（「
地
方
／
［ 

］
宮
〔
カ
〕
／
司
〔
カ
〕
印
」） 

〔
マ
マ
〕 

〔
一 

カ
〕 
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す
る
も
の
で
す
。 

 

周
学
第
一
二
五
号 

昭
和
二
十
三
年
四
月
八
日 

周
智
地
方
事
務
所
長 

（
印
） 

各
町
村
長
殿 

宗
教
関
係
者
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て 

標
記
の
こ
と
に
つ
い
て
外
務
省
よ
り
左
記
の
よ
う
な
指
示
が
あ
つ
た
か
ら
御
了

知
あ
り
た
い
。 

記 

一
、
宗
教
関
係
者
た
る
と
否
と
を
問
わ
す
日
本
人
が
海
外
渡
航
す
る
こ
と
は
一

般
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。 

二
、
日
本
人
に
非
ざ
る
者
の
海
外
渡
航
は
日
本
人
政
府
の
管
轄
外
で
あ
る
か
ら

当
■
該
外
国
政
府
代
表
と
直
接
交
渉
さ
れ
た
い
。 

三
、
な
お
琉
球
人
の
琉
球
帰
還
は
居
住
地
の
府
県
に
お
い
て
事
情
審
査
の
上
許

可
さ
れ
て
い
る
が
、
内
地
琉
球
間
の
往
復
は
目
下
の
処
許
可
さ
れ
て
い
な

い
。（1

8

） 

  

宗
教
関
係
者
か
否
か
を
問
わ
ず
、
日
本
人
の
海
外
渡
航
は
一
般
に
禁
止
さ
れ
て
い

る
、
と
外
務
省
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
、
と
の
こ
と
で
す
。 

 

わ
ざ
わ
ざ
そ
ん
な
通
知
を
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
宗
教
関
係
者
だ
か
ら
良

い
だ
ろ
う
」
と
、
海
外
渡
航
を
試
み
る
人
が
存
外
多
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。 

 

琉
球
の
人
に
関
す
る
規
定
が
「
記
」
の
三
項
目
に
あ
り
ま
す
が
、
琉
球
の
人
は
よ

り
一
層
移
動
に
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
占
領
は
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
四
月
ま
で
続
き
ま
し
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
去
っ
た
後
、
村
々
で
戦
歿
者
の
慰
霊
祭
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
す
。
上
浅
羽
村
の
も
の
（
本
書
史
料
集
三
三
二
号
）
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
ち
ら

は
年
月
日
が
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
年
月
日
が
分
か
る
中
で
、
最
も
古
い
東
浅

羽
村
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
九
月
十
五
日
付
け
「
英

霊
に
捧
く
」
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

英
霊
に
捧
く 

嘗
て
幾
度
か
の
戦
の
庭
に
、
痛
ま
し
く
も
国
の
た
め
一
身
を
捧
け
た
浅
羽
五
ヶ

村
出
身
四
百
有
余
の
英
霊
を
祀
る
法
会
か
本
郡
仏
教
会
に
よ
り
催
さ
れ
、
御
遺

族
を
お
迎
し
て
こ
の
精
舎
に
行
は
る
ゝ
に
際
し
、
域
内
五
ヶ
村
の
村
長
に
代
り

恭
し
く
尊
霊
に
額
き
蕪
辞
を
捧
け
ま
す
。 

諸
士
は
過
き
し
戦
に
、
妻
子
眷
属
を
も
顧
る
暇
な
く
、
身
を
捨
て
家
を
捨
て
ゝ
、

遂
に
国
の
犠
牲
と
な
り
終
り
ま
し
た
。
誠
に
痛
ま
し
の
極
み
て
あ
り
ま
す
。
又

夫
や
父
や
愛
し
我
か
子
を
失
つ
た
御
遺
族
達
は
、
尚
夢
に
幻
に
亡
き
人
の
俤
を

追
い
つ
ゝ
、
も
し
や
と
帰
来
る
日
を
空
待
し
た
こ
と
も
幾
度
て
あ
つ
た
で
し
よ

う
。
而
も
其
日
は
遂
に
廻
り
来
へ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
思
え
は
誠
に
悲
み
の
極

み
て
あ
り
ま
す
。
物
に
当
り
事
に
触
れ
、
亡
き
人
を
想
ふ
た
ね
と
な
ら
ぬ
こ
と

は
定
め
て
あ
り
ま
す
ま
い
。
今
年
亦
み
の
り
の
秋
の
訪
れ
を
見
つ
ゝ
こ
の
法
筵

に
連
り
て
、
追
憶
の
涙
は
亦
新
な
る
も
の
ゝ
あ
る
こ
と
て
し
よ
う
。
已
に
幽
冥

其
境
は
異
に
す
る
と
も
、
其
心
は
相
通
ふ
も
の
ゝ
あ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

希
く
は
諸
尊
安
か
に
其
霊
位
に
鎮
り
玉
い
、
御
遺
族
の
捧
く
る
追
慕
の
涙
と
諸

人
か
致
せ
る
景
仰
の
誠
を
受
納
せ
ら
れ
、
永
く
家
国
の
た
め
平
和
の
護
り
と
な

り
、
御
遺
族
達
の
上
に
幸
あ
ら
し
め
玉
へ
。 

昭
和
二
十
七
年
九
月
十
五
日 

東
浅
羽
村
長
原
田
和
敬
白
（1

9

） 

  

東
浅
羽
村
に
残
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、「
域
内
五
ヶ
村
の
村
長
に
代
り
」
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
浅
羽
一
帯
の
戦
歿
者
の
慰
霊
祭
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
慰
霊
祭
は

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
九
月
十
五
日
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

（
一
九
四
八
） 

（「
静
岡
県
周
／
智
地
方
事
／
務
所
長
印
」） 

〔×

外
〕 

〔×

三
〕 

（
一
九
五
二
） 
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が
去
っ
て
す
ぐ
に
挙
行
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
後
、
一
九
五
二
年
十
一
月
一
日
に
、
エ
ニ
ウ
ェ
ト
ク
環
礁
で
初
の
水
爆
実
験
、

一
九
五
四
年
三
月
一
日
に
は
、
ビ
キ
ニ
環
礁
で
水
爆
実
験
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
袋

井
で
は
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
三
月
十
三
日
に
「
議
会
議
第
一
号 

原
水
爆

禁
止
袋
井
地
区
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
」
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
【
写
真
６
】。 

 

原
水
爆
禁
止
袋
井
地
区
協
議
会
会
則
（
案
） 

（
名
称
と
事
務
局
） 

第

一

条 

こ
の
会
の
名
称
は
原
水
爆
禁
止
袋
井
地
区
協
議
会
と
い
い
（
以

下
協
議
会
と
い
う
）
事
務
局
を
袋
井
町
高
尾
一
四
一
一
番
地
袋
井
町

役
場
調
査
室
に
お
く
。 

（
目

的
） 

第

二

条 

協
議
会
は
原
水
爆
の
製
造
、
使
用
、
貯
蔵
並
び
に
実
験
に
反
対

し
原
水
爆
の
世
界
的
禁
止
実
現
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る 

（
事

業
） 

第

三

条 

協
議
会
は
目
的
達
成
の
た
め
に
次
の
事
業
及
び
活
動
を
行
う 

一
、
映
画
会
、
講
演
会
、
原
水
爆
禁
止
平
和
祭
等
の
開
催
及
び
諸
広
報

活
動
に
よ
る
原
水
爆
禁
止
の
宣
伝 

二
、
原
水
爆
に
よ
る
被
災
者
救
済
の
た
め
の
運
動 

三
、
原
水
爆
禁
止
に
賛
同
す
る
他
団
体
と
提
携
し
国
内
の
各
機
関
に

訴
え
る
運
動 

四
、
其
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項 

（
組

織
） 

第

四

条 

協
議
会
は
正
当
、
政
派
、
思
想
、
信
条
等
に
関
係
な
く
第
二
条
の

目
的
に
賛
成
す
る
袋
井
地
区
に
所
在
す
る
団
体
及
び
個
人
を
も
つ
て

組
織
す
る
。 

（
加
盟
と
脱
退
） 

第

五

条 

加
盟
及
び
脱
退
の
場
合
は
事
務
局
を
通
じ
、
常
任
理
事
会
の
承

認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
機

関
） 

第

六

条 

協
議
会
に
次
の
機
関
を
お
く
。 

一
、
理

事

会 

二
、
常
任
理
事
会 

（
理

事

会
） 

第

七

条 

理
事
会
は
協
議
会
の
決
議
機
関
で
会
則
の
変
更
、
役
員
の
選
出
、

事
業
計
画
、
予
算
の
決
定
及
び
決
算
の
承
認
を
行
う
も
の
と
し
原
則

と
し
て
三
ヶ
月
に
一
回
召
集
す
る
他
必
要
の
都
度
会
長
が
招
集
す
る
。 

（
理
事
の
選
出
） 

第

八

条 

理
事
は
加
盟
団
体
か
ら
一
名
を
推
せ
ん
す
る
。
但
し
常
任
理
事

会
承
認
を
得
て
増
減
す
る
事
が
出
来
る
。 

（
理
事
会
の
運
営
） 

【写真６】「議会議第一号 原水爆禁止袋

井地区協議会設置について」（本書 331 号） 
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第

九

条 

理
事
会
は
理
事
惣
数
の
過
半
数
の
出
席
で
成
立
し
、
会
長
が
議

長
と
な
り
合
議
制
で
運
営
す
る 

（
会

員
） 

第

十

条 

会
員
は
理
事
会
に
出
席
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る 

（
常
任
理
事
会
） 

第

十

一

条 
常
任
理
事
会
は
理
事
会
に
次
ぐ
機
関
で
特
に
緊
急
を
要
す
る
場

合
は
理
事
会
に
代
つ
て
議
決
出
来
る
他
、
理
事
会
の
決
定
事
項
並

び
に
必
要
な
事
項
を
処
理
す
る
た
め
そ
の
都
度
会
長
が
招
集
し

て
開
催
す
る
。
会
議
の
運
営
は
理
事
会
に
準
じ
て
行
う
。 

（
役

員
） 

第

十

二

条 

協
議
会
は
次
の
役
員
を
お
く 

一
、
会

長 
 

一

名 

二 

副

会

長 
 

二

名 

三 

事
務
局
長 

 

一

名 

四 

常
任
理
事 

 

若

干

名 

五 

会
計
監
査 

 

二

名 

（
役
員
の
選
出
） 

第

十

三

条 

役
員
の
選
出
は
理
事
会
で
会
員
中
か
ら
選
出
す
る
。
役
員
の
任

期
は
一
ヶ
年
と
す
る
。 

（
顧

問
） 

第

十

四

条 

協
議
会
は
理
事
会
の
承
認
を
得
て
顧
問
を
お
く
こ
と
が
で
き
る 

（
経

費
） 

第

十

五

条 

協
議
会
の
経
費
、
寄
附
金
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
も
つ
て
充
て

る
。 

（
会

費
） 

第

十

六

条 

協
議
会
の
会
費
は
次
の
方
法
で
納
入
す
る
。 

一
、
加
盟
団
体
員
数 

 

百

名
未
満 

 

年
額 

五

十

円 

二
、 

〃 
 
 
 
 
 

千

名
〃 

 
 

〃 
 

百

円 

三
、 

〃 
 
 
 
 
 

五
千
名
〃 

 
 

〃 
 

百
五
十
円 

四
、 

〃 
 
 
 
 
 

五
千
名
以
上 

 

〃 
 

三

百

円 

五
、
個
人
の
会
費
は
理
事
会
で
決
定
す
る
（
年
間
三
十
円
） 

（
会
計
年
度
） 

第

十

七

条 

協
議
会
の
会
計
年
度
は
原
則
と
し
て
四
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三

月
末
日
ま
で
と
す
る
。 

（
会
則
の
発
効
） 

第

十

八

条 

こ
の
会
則
は
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
よ
り
実
施
す
る
（2

0

） 

                  

（
こ
の
行
後
補
） 

（
一
九
五
八
） 
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（1

） 

（
昭
和
二
十
年
〈
一
九
四
五
〉
八
月
十
五
日
以
降
）
「
戦
争
終
結
後
ノ
覚
悟
」

（
浅
羽
自
治
会
文
書
五
〇
一
）
。
本
書
三
一
六
号
。
浅
羽
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編

『
浅
羽
町
史 

資
料
編
三 

近
現
代
』
（
浅
羽
町
、
一
九
九
七
年
）
に
三
四
五
号

と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
五
二
三―

五
二
四
頁
。 

（2

） 

袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
中
公
文
庫
、
一
九
七
六
年
、
初

出
一
九
七
四
年
）
一
一
四
頁
。 

（3

） 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
九
月
十
四
日
付
け
「
聯
合
軍
進
駐
ニ
伴
フ
報
道
取

扱
要
領
ニ
関
ス
ル
件
」
（『
昭
和
二
十
年
四
月
以
降 

送
付
綴
』
長
溝
自
治
会
文
書

近
代
一
八
の
内
）
。
本
書
三
〇
四
号
。 

（4

） 

袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
前
掲
注
２
参
照
）
二
五
三
頁
。 

（5

） 

袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
前
掲
注
２
参
照
）
二
五
三
頁
。

池
端
千
賀
子
「
占
領
期
日
本
に
お
け
る
宗
教
改
革
：
占
領
軍
に
よ
る
宗
教
の
自
由

と
の
苦
闘
」
（『
一
神
教
世
界
』
四
、
二
〇
一
三
年
）
。
池
端
論
文
は
全
体
が
関
わ

る
が
、
特
に
三
二
頁
。 

（6

） 

袖
井
林
二
郎
『
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
二
千
日
』
（
前
掲
注
２
参
照
）
二
五
〇―

二

七
九
頁
。 

（7

） 

池
端
千
賀
子
「
占
領
期
日
本
に
お
け
る
宗
教
改
革
：
占
領
軍
に
よ
る
宗
教
の
自

由
と
の
苦
闘
」（
前
掲
注
５
参
照
）
三
二
頁
。 

（8

） 

竹
前
栄
治
『
占
領
戦
後
史
』
（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
初
出
一
九
九

二
年
／
一
九
八
〇
年
版
を
九
二
年
版
で
全
面
改
訂
・
増
補
）
三
四
五―

三
四
六

頁
。 

（9

） 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
月
五
日
付
け
「
周
総
第
五
〇
四
号 
神
社
ノ
制

札
等
ニ
関
ス
ル
件
」
（
山
梨
役
場
文
書
二
五
〇
八
）
。
本
書
三
〇
七
号
第
一
紙
。 

（1
0

） 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
月
五
日
付
け
「
周
総
第
五
〇
四
号 

神
社
ノ

制
札
等
ニ
関
ス
ル
件
」
（
山
梨
役
場
文
書
二
五
〇
八
）
。
本
書
三
〇
七
号
第
二
紙
。 

（1
1

） 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
十
月
五
日
付
け
「
周
総
第
五
〇
四
号 

神
社
ノ

制
札
等
ニ
関
ス
ル
件
」
（
山
梨
役
場
文
書
二
五
〇
八
）
。
本
書
三
〇
七
号
第
三
紙
。 

（1
2

） 

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
七
月
三
十
一
日
付
け
「
周
学
第
二
九
七
号 

宗
教
関
係
の
貴
金
属
使
用
許
可
申
請
手
続
並
取
締
に
つ
い
て
」（
久
努
村
近
代
役

場
文
書
宗
教
六
〇
〇
）
。
本
書
三
二
九
号
第
一
文
書
。 

（1
3

） 

「A
p

p
lica

tio
n

 fo
r D

o
m

e
stic C

o
n

su
m

p
tio

n
 O

f P
re

cio
u

s M
e
ta

ls in
 

th
e
 q

u
a
rte

r

（
四
半
期
に
お
け
る
貴
金
属
の
国
内
消
費
に
係
る
申
請
書
）」（
久

努
村
近
代
役
場
文
書
宗
教
六
〇
〇
）。
本
書
三
二
九
号
第
二
文
書
。 

（1
4

） 

「(S
lg

e
8
×

1
1
) A

p
p

lica
tio

n
 fo

r R
e
le

a
se

 o
f G

o
ld

 F
o
il e

tc fro
m

 th
e
 

P
o
o
l R

e
se

rv
e
 u

n
d

e
r C

u
sto

d
y
 b

y
 th

e
 J

a
p

a
n

e
se

 G
o
v
e
rn

m
e
n

t in
 th

e
 

3
rd

 q
u

a
rte

r, 1
9
4
8

（(

様
式
８×

11) 

一
九
四
八
年
第
三
四
半
期
に
お
け
る
日

本
政
府
の
管
理
下
に
あ
る
貯
蓄
か
ら
の
金
箔
等
の
使
用
に
関
す
る
申
請
書
）」（
久

努
村
近
代
役
場
文
書
宗
教
六
〇
〇
）。
本
書
三
二
九
号
第
三
文
書
。 

（1
5

） 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
二
月
二
日
「
地
第
三
二
号 

国
家
神
道
神
社

神
道
ニ
関
ス
ル
聯
合
軍
總
司
令
部
ノ
指
令
ニ
基
ク
措
置
ニ
関
ス
ル
件
通
牒
」（
久

努
西
村
役
場
文
書
宗
教
五
四
七
）
。
本
書
三
一
八
号
第
一
文
書
。 

（1
6

） 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
九
月
五
日
付
け
「
周
学
第
一
八
一
号 

神
社

の
社
格
、
神
饌
幣
帛
料
供
進
指
定
及
境
内
制
札
に
関
す
る
標
柱
等
の
処
理
に
つ
い

て
」
（
久
努
西
村
役
場
文
書
宗
教
五
六
一
）
。
本
書
三
二
一
号
第
二
文
書
。 

（1
7

） 

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
九
月
九
日
付
け
「
庶
第
一
一
八
二
号
」（
久
努

西
村
役
場
文
書
宗
教
五
六
一
）
。
本
書
三
二
一
号
第
一
文
書
。 

（1
8

） 

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
四
月
八
日
付
け
「
周
学
第
一
二
五
号 

宗
教

関
係
者
の
海
外
渡
航
に
つ
い
て
」（
久
努
西
村
役
場
文
書
宗
教
五
九
三
）
。
本
書
三

二
八
号
。 

（1
9

） 

昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）
九
月
十
五
日
付
け
「
英
霊
に
捧
く
」（
梅
山
自

治
会
文
書
近
代
二
二
二
〇
）
。
本
書
第
三
三
〇
号
。 

（2
0

） 

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
三
月
十
三
日
提
出
「
議
会
議
第
一
号 

原
水

爆
禁
止
袋
井
地
区
協
議
会
設
置
に
つ
い
て
」（
袋
井
町
近
代
役
場
文
書
②
二
六
一

八
）
。
本
書
三
三
一
号
。 

             

 


